
改正前【平成 26 年度まで】 

和寒町保育所徴収金基準額表 

（単位：円） 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額） 

階層区分 定            義 ３歳未満児 ３歳以上児 

第１階層 生活保護世帯等     ０     ０ 

第２階層 
第１階層及び第４

～第８階層を除

き、前年度分の市

町村民税の額の区

分が次の区分に該

当する世帯 

市町村民税非課税世帯 ４，５００ ３，０００ 

第３階層 市町村民税課税世帯 ９，５００ ８，０００ 

第４階層 

 

 

 

第 １ 階 層 を 除

き、前年分の所

得税課税世帯で

あって、その所

得税の額の区分

が次の区分に該

当する世帯 

A 20,000円未満 １４，１００ １２，７００ 

B 20,000円以上 40,000円未満 １５，０００ １３，５００ 

第５階層 
A 40,000円以上 72,000円未満 ２０，９００ １９，５００ 

B 72,000円以上 103,000円未満 ２２，２００ ２０，７００ 

第６階層 

A 103,000円以上 206,000円未満 ２６，５００ ２１，０００ 

B 206,000円以上 309,000円未満 ２８，６００ ２３，６００ 

C 309,000円以上 413,000円未満 ３０，５００ ２６，２００ 

第７階層 413,000円以上 734,000円未満 ４０，０００ ３０，０００ 

第８階層 734,000円以上 ４６，０００ ３１，０００ 

 

※同一世帯から2人以上利用している場合の、保育料は、最年長の子ども（１人目）は上記保育料

の全額、その下の子ども（２人目）は２分の１、３人目以降については１０分の１になります。 

※母子世帯、父子世帯、在宅の障がい児（者）のいる世帯等の保育料は、第２階層は無料となり、

第３階層は1,000円減額となります。 

※年度中に３歳となった場合でも、当該年度末までは「３歳未満児」の保育料となります。 


